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私
は
、
民
間
企
業
か
ら
転
職
し
、
今
年
で

６
年
目
に
な
り
ま
す
。
現
在
は
、
予
算
編
成

業
務
等
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

新
規
採
用
当
時
、
残
業
を
し
て
働
い
て
い

る
も
の
の
自
分
の
仕
事
が
本
当
に
町
民
の
た

め
に
な
っ
て
い
る
の
か
見
え
な
い
日
々
が
続

い
て
い
ま
し
た
。

転
機
と
な
っ
た
の
は
、復
興
庁
主
催
の「
組

織
活
性
化
研
修
」
で
島
根
県
の
海
士
町
を
訪

れ
た
こ
と
で
す
。
海
士
町
で
は
、
役
場
と
町

民
の
連
携
が
緊
密
で
、
し
っ
か
り
と
し
た
信

頼
関
係
が
出
来
て
お
り
、
何
よ
り
、
誰
に
話

を
聞
い
て
も
「
み
ん
な
の
た
め
」「
地
域
の

た
め
」「
町
の
た
め
」
と
、
町
職
員
も
町
民

も
目
指
し
て
い
る
方
向
が
同
じ
だ
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
人
た
ち

で
構
成
さ
れ
た
、「
明
日
の
海
士
を
つ
く
る

会
」
で
は
、
町
の
未
来
に
つ
い
て
真
剣
に
検

討
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
大
変
感
銘
を
受
け
ま

し
た
。

私
は
、
す
ぐ
に
で
も
実
行
し
た
い
と
、
役

場
職
員
・
飲
食
店
店
長
・
農
家
・
建
築
会
社

社
員
な
ど
様
々
な
職
種
の
町
民
の
方
々
と
一

緒
に
町
の
未
来
を
考
え
る
場
を
設
け
た
と
こ

ろ
、
山
元
町
に
も
町
の
活
性
化
を
真
剣
に
考

え
て
い
る
人
た
ち
が
多
い
こ
と
に
気
づ
か
さ

れ
、
そ
の
時
の
同
志
を
得
た
と
い
う
喜
び
が

昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

様
々
な
視
点
か
ら
話
し
合
っ
た
結
果
、
町

の
知
名
度
向
上
が
必
要
と
の
結
論
と
な
り
、

町
で
「
マ
ル
シ
ェ
」
を
実
施
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。「
は
じ
ま
る
」
と
「
マ
ル
シ
ェ
」

を
か
け
あ
わ
せ
「
山
元
は
じ
ま
る
し
ぇ
」
と

名
づ
け
ら
れ
た
こ
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
昨
年
の

第
３
回
目
で
は
、
５
、５
０
０
人
の
来
客
者

を
集
め
、
徐
々
に
認
知
度
が
上
が
っ
て
お
り
、

今
後
、
町
の
顔
と
な
る
イ
ベ
ン
ト
に
な
る
よ

う
育
て
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
の
中
で
新
た
な
人

と
人
と
の
繋
が
り
が
で
き
、
そ
れ
が
徐
々
に

仕
事
に
繋
が
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
私

の
仕
事
に
対
す
る
意
識
も
変
わ
っ
て
い
き
ま

し
た
。
当
然
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今

で
は
、
自
分
の
仕
事
の
先
に
い
る
町
民
の
姿

が
は
っ
き
り
と
見
え
、「
今
取
り
組
ん
で
い

る
仕
事
が
誰
に
ど
ん
な
影
響
が
あ
る
か
」
を

し
っ
か
り
と
考
え
な
が
ら
取
り
組
む
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
一
つ
一
つ
の
事
業
が
、「
み

ん
な
の
た
め
」「
地
域
の
た
め
」「
町
の
た
め
」

に
繋
が
る
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
を
意
識

し
、
町
民
と
と
も
に
町
民
が
誇
れ
る
ま
ち
づ

く
り
に
励
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

武藤　亮平
山元町企画財政課

仕事の先に見えたこと
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政
務
委
員
会

平
成
31
年
度
の
県
予
算
・
施
策
に
向
け
て

	
	

	

21
町
村
の
課
題
・
要
望
事
項
を
審
議

　

10
月
２
日
、
県
自
治
会
館
に
お
い
て
政
務
委
員
会

（
＝
三
部
会
・
全
町
村
長
で
構
成
）
を
開
き
、「
平
成

31
年
度
県
予
算
編
成
並
び
に
施
策
に
関
す
る
要
望
」

事
項
を
審
議
し
ま
し
た
。
な
お
、
こ
の
日
に
先
立
ち

８
月
28
日
の
幹
事
会
（
町
村
企
画
財
政
担
当
課
長
で

構
成
）
に
お
い
て
委
員
会
へ
の
提
案
事
項
を
取
り
ま

と
め
ま
し
た
。

　

総
務
建
設
部
会
は
、東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
旧
・

復
興
対
策
を
は
じ
め
町
村
財
政
基
盤
の
強
化
、
み
や

ぎ
発
展
税
及
び
企
業
立
地
促
進
税
制
の
活
用
、ま
た
、

総
合
補
助
メ
ニ
ュ
ー
の
拡
充
継
続
等
18
項
目
を
、
産

業
経
済
部
会
は
、
野
生
鳥
獣
の
被
害
対
策
に
お
け
る

事
業
の
拡
充
強
化
を
は
じ
め
農
・
林
・
水
産
業
に
関

す
る
事
項
と
中
小
企
業
支
援
等
の
産
業
振
興
対
策
、

ま
た
、
広
域
観
光
の
充
実
等
９
項
目
を
、
厚
生
文
教

部
会
は
、
地
域
の
保
健
医
療
対
策
の
充
実
を
は
じ
め

子
ど
も
医
療
助
成
制
度
の
拡
充
な
ど
子
育
て
支
援
対

策
の
充
実
強
化
、
ま
た
、
学
校
施
設
へ
の
空
調
設
備

の
設
置
に
係
る
財
政
支
援
の
強
化
な
ど
学
校
教
育
環

境
の
充
実
等
９
項
目
を
、そ
れ
ぞ
れ
審
議
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
各
要
望
事
項
は
、
町
村
長
会
議
に
お
け
る

決
定
を
経
て
、
後
日
、
県
知
事
、
県
議
会
等
に
要
請

さ
れ
ま
す
。

政務委員会

政務委員会・幹事会 政務委員会
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▽
10
月
２
日
、
県
自
治
会
館
に
お
い
て
臨
時
の
町
村

長
会
議
を
開
催
。
本
年
９
月
６
日
に
発
生
し
た
「
北

海
道
胆
振
東
部
地
震
」
に
よ
り
甚
大
な
被
害
が
発
生

し
た
北
海
道
町
村
会
に
、
本
会
よ
り
見
舞
金
の
贈
呈

を
決
め
ま
し
た
。
そ
の
他
、
平
成
30
年
度
一
般
会
計

歳
入
歳
出
補
正
予
算
に
つ
い
て
、
原
案
を
承
認
し
ま

し
た
。

▽
10
月
11
日
、
県
自
治
会
館
に
お
い
て
平
成
30
年
度

第
４
回
町
村
長
会
議
を
開
催
。「
平
成
31
年
度
県
予

算
編
成
並
び
に
施
策
に
関
す
る
要
望
」
に
つ
い
て
、

平
成
30
年
度 

総
務
大
臣
表
彰
式

災
害
共
済
事
業
加
入
推
進
等
会
議

農
業
農
村
政
策
研
修

市
町
村
職
員
採
用
試
験

鈴
木（
前
）会
長
に
表
彰
状
な
ど
贈
呈

各
事
業
の
特
徴
、
概
要
な
ど
を
紹
介

産
地
で
取
り
組
む
新
規
就
農
支
援

二
市
二
一
町
村
六
組
合
等
の
募
集
に
六
二
七
名
受
験

　

10
月
12
日
、県
自
治
会
館
を
会
場
に
開
催
。
①「
産

地
で
取
り
組
む
新
規
就
農
支
援
」（
和
泉
真
理
・
一

般
社
団
法
人
日
本
協
同
組
合
連
携
機
構(

Ｊ
Ｃ
Ａ
）

総
合
研
究
所
客
員
研
究
員
）
②
「
平
成
31
年
度
農
林

水
産
予
算
の
概
要
」（
西
川
昌
孝
・
農
林
水
産
省
大

臣
官
房
予
算
課
予
算
編
成
第
１
班
予
算
編
成
第
２
係

長
）
に
つ
い
て
研
修
し
ま
し
た
。

　

和
泉
氏
は
、
各
地
の
先
進
事
例
を
調
査
し
た
経
験

を
も
と
に
、
モ
デ
ル
的
な
新
規
就
農
支
援
や
関
係
機

関
の
関
わ
り
な
ど
を
紹
介
し
、
就
農
希
望
者
の
動
向

や
課
題
か
ら
、
行
政
に
期
待
さ
れ
る
役
割
に
つ
い
て

語
り
ま
し
た
。
ま
た
、
西
川
氏
は
、
平
成
31
年
度
農

林
水
産
予
算
の
概
算
要
求
に
お
け
る
重
点
項
目
な
ど

を
説
明
し
ま
し
た
。

　

９
月
16
日
、
東
北
大
学
（
川
内
キ
ャ
ン
パ
ス
）
ほ

か
県
内
数
カ
所
を
会
場
に
市
町
村
職
員
採
用
統
一
試

験
を
実
施
。
二
市
二
一
町
村
六
組
合
等
の
募
集
に
対

し
、
あ
わ
せ
て
六
二
七
名
が
試
験
に
臨
み
ま
し
た
。

試
験
は
行
政
や
土
木
、
消
防
な
ど
各
募
集
団
体
、
職

種
ご
と
に
行
わ
れ
ま
す
。

　

10
月
５
日
、
東
京
都
（
全
国
町
村
会
館
）
に
お
い

て
平
成
30
年
度
市
町
村
長
及
び
市
町
村
議
会
議
長
総

務
大
臣
表
彰
式
が
行
わ
れ
、本
会
の
鈴
木
勝
雄
（
前
）

会
長
・（
前
）
利
府
町
長
に
表
彰
状
な
ど
が
贈
ら
れ

ま
し
た
。
町
村
長
と

し
て
、
永
年
に
わ
た

り
地
方
自
治
行
政
の

発
展
に
貢
献
さ
れ
た

功
績
に
対
し
、
贈
呈

さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

９
月
28
日
、
県
自
治
会
館
に
お
い
て
開
催
し
、
県

町
村
会
の
災
害
共
済
事
業
の
特
徴
や
概
要
を
紹
介
し

ま
し
た
。

　

会
議
で
は
、
①
公
有
建
物
・
自
動
車
共
済 

②
災

害
対
策
費
用
保
険 

③
非
常
勤
職
員
公
務
災
害
補
償

保
険 

④
職
員
任
意
生
命
共
済
・
収
入
補
償
保
険 

⑤

職
員
個
人
年
金
共
済 

⑥
全
国
町
村
職
員
生
協
の
各

共
済
（
職
員
火
災
共
済
・
職
員
自
動
車
共
済
・
特
定

疾
病
保
険
） 

⑦
ジ
ブ
ラ
ル
タ
生
命
保
険
の
特
徴
や
制

度
改
正
の
概
要
な
ど
を
説
明
し
ま
し
た
。
町
村
・
一

部
事
務
組
合
等
か
ら
約
40
名
が
出
席
し
ま
し
た
。

政
務
委
員
会
に
お
け
る
修
正
箇
所
な
ど

を
確
認
の
う
え
36
項
目
の
要
望
事
項
と

「
東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
開
催
へ
の
機

運
醸
成
」
に
関
す
る
特
別
要
望
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

あ
わ
せ
て
県
へ
の
要
望
日
時
、
方
法
な
ど
を
協
議

し
、
11
月
６
日
に
県
知
事
、
県
議
会
議
長
に
対
し
全

町
村
長
の
参
加
に
よ
り
要
請
し
、
引
き
続
き
各
部
長

等
と
の
意
見
交
換
を
す
る
こ
と
に
決
ま
り
ま
し
た
。

そ
の
他
、
全
国
町
村
長
大
会
お
よ
び
町
村
長
意
見
交

換
会
（
11
月
28
日
）
の
開
催
、
ま
た
、
平
成
31
年
度

県
町
村
会
会
費
の
賦
課
徴
収
方
法
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
原
案
を
承
認
し
ま
し
た
。

町
村
長
会
議

「
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
」
災
害
に
見
舞
金
を
贈
呈

右側／鈴木勝雄（前）会長
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学校事故を
めぐる法的問題1

相
談
者
（
Ａ
さ
ん
）　

今
年
の
一
〇
月
に
町
の
教
育

委
員
会
の
係
長
に
な
り
ま
し
た
。
い
じ
め
の
問
題
は

昨
年
先
生
の
書
か
れ
た
こ
の
連
載
で
か
な
り
理
解
で

き
ま
し
た
が
、
今
回
は
そ
れ
以
外
の
学
校
事
故
が
起

き
た
場
合
の
自
治
体
の
法
的
責
任
等
に
つ
い
て
教
え

て
下
さ
い
。

弁
護
士　

学
校
事
故
が
起
き
た
場
合
に
は
、
基
本
的

に
国
家
賠
償
法
に
よ
っ
て
自
治
体
の
法
的
責
任
が
判

断
さ
れ
ま
す
。
国
家
賠
償
法
の
一
条
と
二
条
が
責
任

の
根
拠
規
定
に
な
り
ま
す
の
で
、
次
に
二
つ
の
条
文

の
要
件
を
書
い
て
み
ま
す
。

一
条
…
…
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
公
務
員
が
、
そ

の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
っ

て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
と
き

二
条
…
…
道
路
、
河
川
そ
の
他
の
公
の
営
造
物
の
設

置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
た
め
に
他
人
に
損
害

を
生
じ
た
と
き

Ａ
さ
ん　

法
律
の
条
文
は
抽
象
的
で
す
し
、
難
解
な

言
葉
も
あ
っ
て
解
り
に
く
い
で
す
ね
。
一
条
と
二
条

の
守
備
範
囲
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す

か
。

弁
護
士　

極
め
て
単
純
化
す
る
と
、
公
務
員
の
違
法

な
行
為
と
い
う
人
的
な
要
因
に
基
づ
く
場
合
は
一

条
、
公
の
営
造
物
と
い
う
物
的
な
要
因
に
基
づ
く
場

合
は
二
条
が
そ
れ
ぞ
れ
の
守
備
範
囲
だ
と
説
明
す
れ

ば
解
り
や
す
い
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
さ
ん　

イ
メ
ー
ジ
は
解
り
ま
し
た
。
一
条
の
中
に

あ
る
「
公
権
力
の
行
使
」
と
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
て
い
る
の
で
す
か
。

弁
護
士　
「
公
権
力
の
行
使
」
は
、
従
来
は
権
力
的

作
用
に
よ
る
も
の
だ
け
が
対
象
と
な
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
、
学
校
教
育
は
公
的
な
学
校
の
場
合
と
、
私

立
学
校
の
場
合
と
で
内
容
が
変
わ
ら
な
い
非
権
力
的

作
用
な
の
で
、
国
家
賠
償
法
一
条
の
適
用
は
な
い
と

い
う
考
え
方
も
有
力
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現

法律に強くなる!
連載【まちづくりの法律相談】　第92回

在
の
裁
判
例
は
公
権
力
の
行
使
を
広
く
捉
え
る
広
義

説
を
採
用
し
て
お
り
、
最
高
裁
も
、
公
権
力
の
行
使

に
は
、
公
立
学
校
に
お
け
る
教
師
の
教
育
活
動
も
含

ま
れ
る
と
判
示
し
て
い
ま
す
（
最
高
裁
昭
和
六
二
年

二
月
六
日
判
決
）。

Ａ
さ
ん　
「
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
」
も
広
く
捉
え

た
り
、
狭
く
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
な
感
じ

が
し
ま
す
が
。

弁
護
士　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
は
、
客
観
的
・

外
形
的
に
み
て
社
会
通
念
上
職
務
の
範
囲
内
に
属
す

る
場
合
に
は
、
主
観
的
な
意
図
を
問
わ
ず
に
要
件
を

満
た
す
と
い
う
解
釈
を
採
用
し
て
い
ま
す
。
金
に

困
っ
て
い
た
警
察
官
が
非
番
の
日
に
、
制
服
・
制
帽

を
着
用
し
て
職
務
執
行
を
装
っ
て
市
民
に
接
近
し
、

当
人
を
射
殺
し
て
、
金
を
奪
っ
て
逃
走
し
た
と
い
う

事
案
に
つ
い
て
も
、
自
治
体
の
責
任
を
認
め
ま
し
た

（
最
高
裁
昭
和
三
一
年
一
一
月
三
〇
日
判
決
）。

Ａ
さ
ん　

学
校
事
故
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
な
裁

判
例
が
あ
り
ま
す
か
。

弁
護
士　

町
立
小
学
校
の
教
諭
が
、
教
え
子
の
児

童
に
対
し
て
繰
り
返
し
猥
褻
な
行
為
を
行
っ
た
上
、

「
学
校
の
こ
と
で
話
が
あ
る
」
と
海
岸
に
誘
い
出
し

て
、
絞
殺
し
た
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
案
件
に
つ

い
て
、
裁
判
所
は
、
教
育
活
動
と
い
う
職
務
行
為
の

外
形
の
中
に
あ
っ
た
と
判
断
し
て
、
自
治
体
の
責
任

を
認
め
ま
し
た
（
広
島
地
裁
呉
支
部
平
成
五
年
三
月

一
九
日
判
決
）。

Ａ
さ
ん　

今
の
二
つ
の
判
決
は
、
公
務
員
の
殺
人
に
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つ
い
て
職
務
行
為
と
認
め
た
こ
と
に
な
る
の
で
す

か
。

弁
護
士　

現
実
に
殺
人
が
職
務
行
為
だ
と
認
め
た
の

で
は
な
く
、
職
務
行
為
と
し
て
の
客
観
的
外
形
の
存

す
る
行
為
に
よ
っ
て
、
も
た
ら
さ
れ
た
被
害
に
つ
い

て
は
、
行
政
の
責
任
を
認
め
て
被
害
者
を
救
済
し
よ

う
と
い
う
意
図
に
よ
る
解
釈
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

Ａ
さ
ん　

こ
の
二
つ
の
事
件
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

殺
人
を
犯
し
た
警
察
官
、
教
諭
の
個
人
に
対
し
て
損

害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。

弁
護
士　

国
家
賠
償
法
に
基
づ
い
て
、
行
政
が
損
害

賠
償
の
責
任
を
負
う
場
合
に
は
、
公
務
員
個
人
は
損

害
賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う
の
が
、
確
定
し
た

裁
判
例
で
す
（
最
高
裁
昭
和
五
三
年
一
〇
月
二
〇
日

判
決
）。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
行
政
は
完
全
な
賠

償
能
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
行
政
の
責
任
が
あ
る

以
上
被
害
者
の
救
済
に
は
十
分
で
す
し
、
損
害
賠
償

制
度
の
目
的
は
損
害
の
填
補
に
あ
り
、
加
害
者
に
制

裁
を
加
え
る
こ
と
に
は
無
い
以
上
、
報
復
的
な
賠
償

責
任
を
認
め
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
等
が
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
の
二
つ
の
事
件
の
よ
う
に

故
意
に
よ
る
殺
人
等
の
場
合
に
個
人
責
任
を
追
及
で

き
な
い
と
す
る
こ
と
に
は
、
被
害
感
情
の
面
か
ら
批

判
す
る
見
解
も
見
ら
れ
ま
す
。

Ａ
さ
ん　

同
様
に
一
条
の
要
件
で
あ
る
「
故
意
又
は

過
失
」と「
違
法
性
」も
議
論
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

弁
護
士　

ま
さ
に
、
そ
の
二
つ
が
個
別
的
な
事
件
に

お
い
て
は
最
大
の
争
点
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で

す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
回
以
降
に
具
体
的
な
裁

判
例
の
紹
介
と
と
も
に
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

Ａ
さ
ん　

次
は
二
条
で
す
が
、「
公
の
営
造
物
の
設

置
又
は
管
理
の
瑕
疵
」
の
「
公
の
営
造
物
」
の
意
味

も
難
し
そ
う
で
す
。

弁
護
士　
「
公
の
営
造
物
」
と
は
、
一
般
的
に
は
国

又
は
公
共
団
体
が
特
定
の
公
の
目
的
に
供
す
る
有
体

物
及
び
物
的
設
備
を
い
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

有
体
物
の
概
念
は
か
な
り
広
く
解
釈
さ
れ
て
お
り
、

例
え
ば
学
説
の
中
に
は
、
警
察
犬
も
そ
れ
に
該
当
す

る
と
い
う
説
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
く
ら
い
で
す
。
こ

の
よ
う
に
広
く
解
釈
さ
れ
る
理
由
と
し
て
は
、
二
条

は
「
瑕
疵
」
と
い
う
客
観
的
な
原
因
が
あ
れ
ば
損
害

賠
償
を
認
め
る
と
い
う
「
無
過
失
責
任
」
を
採
用
し

た
も
の
で
あ
り
、
被
害
者
の
救
済
の
た
め
に
は
二
条

の
要
件
を
広
く
す
べ
き
だ
と
い
う
価
値
判
断
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
条
は
「
設
置
又

は
管
理
の
瑕
疵
」
と
い
う
文
言
に
な
っ
て
い
て
、
客

観
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
予
見
可
能
性
等
の
主

観
的
な
側
面
を
併
せ
持
つ
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
お

り
、
単
純
に
一
条
は
過
失
責
任
で
、
二
条
は
無
過
失

責
任
だ
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
批
判
的

な
立
場
か
ら
、
解
釈
の
枠
を
超
え
た
拡
大
解
釈
は
行

き
す
ぎ
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
設
置
又
は
管
理
の
瑕
疵
」に
つ
い
て
も
、次
回
以
降
、

具
体
的
な
裁
判
例
の
紹
介
と
と
も
に
説
明
し
ま
し
ょ

う
。

Ａ
さ
ん　

学
校
事
故
の
場
合
発
生
原
因
と
し
て
は
ど

の
よ
う
な
営
造
物
が
多
い
の
で
す
か
。

弁
護
士　

特
徴
的
に
多
い
の
は
運
動
用
の
施
設
で

す
。
プ
ー
ル
、
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
、
サ
ッ
カ
ー
ゴ
ー
ル
、

テ
ニ
ス
用
審
判
台
等
の
裁
判
例
が
有
名
で
す
。
次
回

に
具
体
例
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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よくわかる地方自治 《一部事務組合について》

も発議することができ、規約変更が必要と認めら
れる場合は、それぞれの構成団体での議決を経て、
当該一部事務組合から都道府県知事に対し規約変
更の申請を行います。
　一部事務組合の規約に必ず規定しなければなら
ない事項は、名称、構成団体、共同処理する事務、
事務所の位置、組織及び議員の選挙の方法、執行
機関の組織及び専任の方法、経費の支弁の方法の
7 項目であり、このうち名称、事務所の位置、経
費の支弁の方法を変更する場合は都道府県知事へ
の届出のみでかまいませんが、それ以外の変更は
許可申請が必要となります。
　規約の変更手続にあたっては、変更事項によっ
てその後の手続（届出か許可）が異なりますし、
構成団体の議会の日程も考慮しながら進める必要
があります。
　ちなみに、一部事務組合で規約変更の議案を否
決した場合は、当然のことながらその後の手続
に進むことができません。最近の事例では、平
成 23 年 3 月末に解散した福島広域行政事務組合
において、組合運営の養護老人ホームを民営化さ

せた上で、組合を解散させる議案が、一部構成団
体の議会において民営化への懸念を理由に否決さ
れ、年度内解散が危ぶまれたケースがありました。
　最終的に、民営化後の施設について、構成団体
間で対応を協議することになり、全ての構成団体
において解散議案が 2 月中旬に可決され、解散
期限に間に合うことになりましたが、行政サービ
スへの影響も考慮し、十分な協議期間が必要であ
ることは言うまでもありません。

おわりに

　人口減少社会の中、地方公共団体はこれまで以
上に限られた資源を有効に活用し、適正な事務の
執行に努めることが求められており、今回紹介し
た一部事務組合や広域連合、連携協約等の共同処
理制度は、その有効な解決策になり得るものです。
持続可能な行政運営を実現していくため、今後の
地方自治体の取り組み状況等も十分注視していく
必要があります。

宮城県総務部市町村課行政第一班
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よくわかる地方自治 Q&A
一部事務組合の制度やその活用事例、
運営上必要な手続について教えてください。Q.
一部事務組合とは

地方公共団体間で特定の事務
を共同して処理することを事

務の共同処理と呼び、状況に応じた様々な制度が
存在しますが、一部事務組合はその中の一つと位
置づけられています。
　一部事務組合は、複数の構成団体（県や市町村）
又はその執行機関の事務の一部の共同処理を目的
として設置される特別地方公共団体で、地方自治
法第 284 条に規定されています。一部事務組合
では、構成団体に共通する事務について共同処理
を行いますが、構成団体全てに共通する事務でな
くとも処理することもできます。亘理町、山元町
の 2 町で構成し、消防、火葬場運営事務等を処
理している亘理地区行政事務組合については、平
成 31 年 4 月から消防の広域化により岩沼市を含
む 1 市 2 町の消防事務を担うことになりました。
火葬場運営事務等は、これまでどおり 2 町につ
いてのみ事務を行う予定で、このような形態を複
合的一部事務組合と呼びます。
　なお、似たような制度として広域連合があり、
設置の目的は一部事務組合と類似していますが、
より広域な行政需要に効率的に対応することを目
的としています。具体的には、国や県からの権限
移譲の受け入れが直接可能であることや、構成団
体に規約変更を要請することができる点が特徴的
です。

一部事務組合の活用事例

　神奈川県内の 14 町村では、福祉系業務などに
関する各種法律の改正に伴いそれぞれの情報シス
テムの改修が頻発し、その費用の負担が財政を圧
迫していました。そこで経費削減を目指し、町村
間での情報システムの共同化に向け、神奈川県町
村情報システム共同事業組合を設置しました。規
約では「組合と組合町村との間の情報システム
ネットワークの整備、管理及び運営に関する事務
並びにこれに付随する事務を共同処理する」と定
められており、当該一部事務組合が契約の主体と
なり、住民情報システム、住民税システム、財務
会計システム等の情報システムを共同整備及び運
用しています。それまでと比べ、情報系システム
の経費が約 30% 削減されるとともに、調達・契
約事務の軽減、セキュリティや情報共有の強化が
図られたようです。
　このように、一部事務組合による共同処理の対
象となる事務は、地方公共団体又はその機関が処
理することが法律上不可能なものでない限り、多
岐にわたっています。

一部事務組合の規約変更について

　地方自治法に定められている一部事務組合の手
続の中には、一部事務組合の設置、解散、構成団
体の増減、財産処分等がありますが、今回は、手
続の頻度が高い規約変更について説明します。
　一部事務組合の規約変更は構成団体の協議に
よって行われます。協議案はいずれの構成団体で

A.
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１） 「多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重」「健康的な食生活を支える栄養バランス」「自然の美しさや季節の

移ろいの表現」「正月などの年中行事との密接な関わり」である。

日本農業の
展望

連続講義
❖ 

は
じ
め
に

　

２
０
１
３
年
12
月
、
和
食
が
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
財
に

登
録
さ
れ
た
。
し
か
し
、
現
代
日
本
人
の
中
で
「
和
食
」

が
示
す
４
つ
の
特１

）

徴
を
全
て
日
々
の
食
事
に
て
実
践
し
て

い
る
人
は
非
常
に
少
な
い
は
ず
だ
。

　

現
在
、
和
食
を
含
む
広
義
の
日
本
食
は
世
界
的
に
人
気

が
あ
る
が
、
内
容
は
極
め
て
多
様
で
あ
り
一
言
で
は
言
い

表
せ
な
い
。
ま
た
、
現
代
日
本
の
食
を
支
え
る
日
本
農
業

は
社
会
の
高
齢
化
と
と
も
に
大
き
な
変
化
の
局
面
を
迎
え

て
い
る
。

　

以
下
、
本
稿
で
は
日
本
の
食
と
そ
れ
を
支
え
る
農
業
の

今
後
に
つ
い
て
、
や
や
俯
瞰
的
に
い
く
つ
か
の
視
点
か
ら

検
討
す
る
。

❖ 

食
生
活
の
変
化

　

最
初
に
日
本
人
の
食
を
熱
量
と
い
う
観
点
か
ら
概
観

す
る
。
食
料
需
給
表
を
見
る
と
、
過
去
半
世
紀
の
間
、

１
人
１
日
当
た
り
の
供
給
熱
量
は
概
ね
２
、４
０
０
～

２
、５
０
０
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
で
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
し
、

内
容
は
半
世
紀
前
と
現
代
で
は
大
き
く
異
な
る
。

　

１
９
６
５
年
に
は
全
体
の
44
％
（
１
、０
９
０
キ
ロ
カ

ロ
リ
ー
）
を
コ
メ
が
占
め
て
い
た
が
、
２
０
１
７
年
（
概

算
値
）
の
コ
メ
の
比
率
は
約
半
分
22
％
（
５
３
１
キ
ロ
カ

ロ
リ
ー
）
に
低
下
し
て
い
る
。
こ
れ
は
国
民
１
人
１
年
当

た
り
の
供
給
粗
食
料
で
、
１
９
６
５
年
に
１
２
６
・
２
kg

の
コ
メ
が
２
０
１
７
年
に
59
・
８
kg
に
減
少
し
て
い
る
こ

と
に
符
合
す
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
過
去
半
世
紀
で
コ
メ

の
消
費
量
は
半
減
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　

代
わ
り
に
増
え
た
も
の
は
畜
産
物
と
油
脂
類
で
あ
る
。

こ
れ
ら
２
つ
の
合
計
は
１
９
６
５
年
に
は
全
体
の
約
13
％

（
３
１
６
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
）
だ
が
、
２
０
１
７
年
に
は
全

体
の
約
32
％
（
７
９
２
キ
ロ
カ
ロ
リ
ー
）
へ
と
大
き
く
伸

び
て
い
る
。

　

エ
ネ
ル
ギ
ー
産
生
栄
養
素
（
Ｐ
Ｆ
Ｃ
）
バ
ラ
ン
ス
で
見

れ
ば
、
総
熱
量
に
占
め
る
蛋
白
質
の
割
合
は
概
ね
75
～

80
％
で
変
わ
ら
な
い
が
、
動
物
性
蛋
白
質
と
脂
質
の
比
率

が
大
き
く
伸
び
（
前
者
は
26
％
か
ら
44
％
、
後
者
は
16
％

か
ら
30
％
）、
糖
質
が
減
少
（
72
％
か
ら
58
％
）
し
た
。

こ
れ
が
食
生
活
の
変
化
の
内
容
で
あ
る
。

　

で
は
、
い
つ
頃
の
日
本
型
食
生
活
が
最
も
健
康
に
良
い

の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
複
数
の
研
究
が
あ
る
が
、
例

え
ば
昭
和
50
年
代
と
い
う
説
が
あ
る
。
そ
こ
で
仮
に
昭
和

55
年
、
つ
ま
り
１
９
８
０
年
と
そ
の
前
後
を
簡
単
に
比
較

し
て
み
よ
う
。

　

一
般
に
、「
日
本
型
食
生
活
」
は
コ
メ
を
中
心
に
魚
や

野
菜
を
食
べ
、
味

噌
・
醤
油
な
ど
を
調

味
料
と
し
て
使
う

と
考
え
ら
れ
て
い

る
が
、
１
９
６
５

年
、
１
９
８
０
年
、

２
０
１
７
年
の
各
々

の
使
用
量
（
供
給
粗

食
料
）
を
示
し
た
も

の
が
表
１
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
見
る
と
、

畜
産
物
（
肉
類
・
牛

乳
・
乳
製
品
）
が
大

き
く
伸
び
、
魚
介
類

は
今
や
１
９
６
５
年

水
準
を
下
回
り
、
野

菜
や
伝
統
的
な
調
味

料
は
時
間
の
経
過
と

と
も
に
減
少
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

仮
に
１
９
８
０
年
前

後
を
理
想
的
と
し
た

場
合
、
現
代
日
本
人

表1　国民1人1年当たりの供給粗食料の比較
 （単位：kg）

1965 1980 2017
コメ 126.2 87.1 59.8
肉類 6.5 31.3 49.6
牛乳・乳製品 22.2 71.3 93.5
野菜 114.3 131.3 106.5
魚介類 47.1 65.3 45.5
みそ 8.8 6.0 3.7
醤油 13.7 11.0 5.7

出典：農林水産省「食料需給表」の各年
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の
食
生
活
は
既
に
そ
の
レ
ベ
ル
を
逸
脱
し
て
い
る
。
我
々

は
考
え
て
い
る
以
上
に
、
畜
産
物
を
食
べ
、
野
菜
や
魚
を

食
べ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　

こ
れ
は
、
何
が
理
想
的
な
「
日
本
型
食
生
活
」
か
と
い

う
点
で
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
現
代
の
食
生
活

が
本
当
に
健
康
に
良
い
か
と
い
う
次
の
課
題
を
も
示
し
て

い
る
。❖ 

国
際
穀
物
貿
易
の
変
化

　

視
点
を
少
し
世
界
的
な
点
に
広
げ
て
み
よ
う
。

　

小
麦
・
コ
メ
・
粗
粒
穀
物
（
大
半
が
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
）・

油
糧
種
子
を
広
義
の
穀
物
と
考
え
た
場
合
、
１
９
９
０
年

代
の
合
計
生
産
量
は
約
20
億
ト
ン
だ
が
、
そ
の
数
量
は
過

去
20
年
の
間
に
30
億
ト
ン
強
に
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
う

ち
貿
易
市
場
に
出
回
る
数
量
は
品
目
に
よ
り
差
が
あ
る

が
、
１
９
９
０
年
代
当
時
の
約
２
・
６
億
ト
ン
か
ら
現
在

で
は
約
６
・
５
億
ト
ン
へ
と
拡
大
し
て
い
る
。
今
後
10
年

程
先
を
見
越
し
た
場
合
、
生
産
量
も
伸
び
る
が
貿
易
量
は

さ
ら
に
伸
び
、
２
０
２
０
年
代
後
半
に
は
約
８
億
ト
ン
に

な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
総
生
産
量
に

占
め
る
貿
易
量
の
割
合
は
、
１
９
９
０
年
代
当
時
の
10

数
％
か
ら
現
在
は
約
20
％
、
今
後
は
さ
ら
に
増
加
す
る
傾

向
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

背
景
に
は
い
く
つ
か
の
要
因
が
あ
る
が
、
最
も
象
徴
的

な
も
の
は
中
国
の
油
糧
種
子
輸
入
で
あ
る
。
２
０
０
０
年

頃
ま
で
は
ほ
ぼ
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
が
、
現
在
、
大
豆
を
中
心

に
年
間
１
億
ト
ン
規
模
に
拡
大
し
て
お
り
、
こ
れ
を
ブ
ラ

ジ
ル
や
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
等
の
南
米
諸
国
が
支
え
て
い
る
。

　

一
方
、
わ
が
国
の
穀
物
輸
入
数
量
は
過
去
数
年
間
、
概

ね
年
間
約
３
、０
０
０
万
ト
ン
で
安
定
的
に
推
移
し
て
い

る
。
こ
の
約
３
、０
０
０
万
ト
ン
の
半
数
が
ト
ウ
モ
ロ
コ

シ
で
あ
り
、そ
の
３
分
の
２
が
飼
料
用
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

先
に
日
本
の
食
生
活
の
変
化
で
述
べ
た
肉
類
や
牛
乳
・
乳

製
品
は
、
最
終
生
産
物
の
直
接
輸
入
も
あ
る
が
、
そ
の
多

く
は
輸
入
飼
料
穀
物
に
よ
り
育
て
ら
れ
た
国
内
の
家
畜
・

家
禽
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
日
本
の
畜
産
の
根
幹
が
飼
料
穀

物
の
安
定
的
輸
入
と
密
接
に
リ
ン
ク
し
て
い
る
こ
と
を
理

解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

❖ 

国
際
食
肉
貿
易
の
変
化

　

世
界
の
食
肉
貿
易
は
ど
う
動
い
て
い
る
か
。
食
肉
の

中
心
は
牛
肉
・
豚
肉
・
鶏
肉
で
あ
る
。
２
０
１
８
年

の
数
字
で
見
る
と
、
世
界
の
牛
肉
貿
易
量
は
年
間
約

１
、０
０
０
万
ト
ン
（
枝
肉
ベ
ー
ス
）
で
あ
り
、
輸
出
上

位
３
か
国
は
ブ
ラ
ジ
ル
、
イ
ン
ド
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で

あ
る
（
米
国
は
４
位
）。

　

興
味
深
い
の
は
イ
ン
ド
で
あ
る
。
こ
の
国
は
２
０
１
７

年
の
牛
肉
輸
出
量
が
世
界
一
だ
が
、
日
本
で
は
意
外
に
認

識
さ
れ
て
い
な
い
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
が
「
多
い
」
イ
ン
ド

で
牛
肉
な
ど
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
先
入
観
が
多
い
か
ら

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
人
口
13
億
人
の
う
ち
ヒ
ン
ズ
ー

教
徒
は
約
８
割
で
あ
る
。
こ
の
他
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
（
約

13
％
）
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
（
約
２
％
）
だ
け
で
も
人
口
の

約
15
％
を
占
め
、
こ
れ
は
実
数
に
す
れ
ば
約
２
億
人
と
、

日
本
の
総
人
口
を
遥
か
に
上
回
る
。
彼
等
に
と
っ
て
牛
肉

は
普
通
の
食
べ
物
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
の
需
要
が
存
在
す

る
。「
イ
ン
ド
＝
ヒ
ン
ズ
ー
教
＝
牛
肉
は
タ
ブ
ー
」、
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
な
お
、
牛
肉
の
輸
入
国
は
、
米
国
、

中
国
、
日
本
が
上
位
３
か
国
で
あ
る
。

　

次
に
、
豚
肉
は
ど
う
か
。
年
間
貿
易
量
は
約
８
０
０
万

ト
ン
（
枝
肉
重
量
ベ
ー
ス
）、
Ｅ
Ｕ
と
米
国
が
そ
の
３
分

の
２
を
占
め
て
い
る
。
輸
入
は
中
国
、
日
本
、
メ
キ
シ
コ

が
上
位
３
か
国
で
あ
り
、
今
後
、
中
長
期
的
に
は
中
国
の

輸
入
数
量
拡
大
が
大
き
な
懸
念
材
料
と
考
え
て
お
い
た
方

が
良
い
。

　

最
後
に
鶏
肉
だ
が
、
こ
ち
ら
は
年
間
貿
易
量
が
約

１
、１
０
０
万
ト
ン
（
調
理
可
能
重
量
ベ
ー
ス
）、
ブ
ラ
ジ

ル
と
米
国
が
約
６
割
強
を
占
め
て
い
る
。輸
入
国
は
日
本
、

メ
キ
シ
コ
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
が
上
位
３
か
国
で
あ
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
食
肉
（
牛
肉
・
豚
肉
・
鶏
肉
）

の
年
間
貿
易
量
合
計
は
約
３
、０
０
０
万
ト
ン
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
日
本
の
輸
入
数
量
は
合
計

３
４
８
万
ト
ン
で
世
界
の
年
間
食
肉
貿
易
数
量
の
１
割
強

で
あ
る
。

＊　
　
　

＊

　

さ
て
、
我
々
の
食
生
活
の
変
化
と
世
界
の
穀
物
・
食
肉

貿
易
の
概
要
を
簡
単
に
見
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
背
景
に

は
様
々
な
要
因
が
あ
る
。
次
回
は
こ
う
し
た
変
化
の
最
先

端
で
ど
の
よ
う
な
動
き
が
生
じ
て
い
る
か
、
今
後
、
何
が

起
こ
り
得
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

［
執
筆
者
〕
三
石
　
誠
司
（
み
つ
い
し
　
せ
い
じ
）

宮
城
大
学
食
産
業
学
群
（
経
営
学
系
）
教
授

宮
城
大
学
大
学
院
食
産
業
学
研
究
科
副
研
究
科
長
・
附
属
農
場
長

国
際
交
流
・
留
学
生
セ
ン
タ
ー
長
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実
り
の
秋
を
各
地
域
そ
れ
ぞ
れ

豊
か
に
祝
わ
れ
た
こ
と
と
思
い
ま

す
。

　
今
号
の
町
村
会
の
う
ご
き
は
、

来
年
度
に
向
け
て
県
へ
の
要
望
を

協
議
し
た
政
務
委
員
会
の
概
要
な

ど
を
中
心
に
お
知
ら
せ
し
ま
し

た
。

　
秋
も
深
ま
り
寒
さ
も
加
わ
る
季

節
、
ご
健
康
を
お
祈
り
い
た
し
ま

す
。

▼
１
日　

面
接

技
法
等
研
修

（
県
自
治
会
館
）

▼
22
日
（
～
23
日
）　

東
日
本
大

震
災
「
感
謝
状
」
贈
呈
訪
問
（
北

海
道
、
秋
田
県
、
山
形
県
）
３
道

県
町
村
会
・
村
上
会
長

▼
28
日　

政
務
委
員
会
幹
事
会

（
県
自
治
会
館
）

▼
29
日　

東
北
地
方
税
務
協
議
会

宮
城
県
部
会
（
県
庁
）

▼
６
日　

全
国

町
村
会
・
理
事

会
、
都
道
府
県
町
村
会
長
会
（
全

国
町
村
会
館
）
村
上
会
長
出
席

▼
16
日　

市
町
村
職
員
採
用
統
一

試
験

▼
28
日　

災
害
共
済
事
業
加
入
推

進
等
会
議
（
県
自
治
会
館
）

月
9

月
8

個人年金共済について
ゆとりある老後生活のために、

「年金共済」をぜひご活用下さい。

　個人年金共済は、公的年金だけでは老後が不安だと
思われている方、近い将来のための蓄えとしたいと考え
ている方に向けた保険で、２種類のコースが設定されて
います。

1．税制適格コース
　加入資格は、掛金払込予定期間が 10 年以上ある
方です。

2．一般コース
　加入資格は、掛金払込予定期間が１年以上ある方
です。

※「税制適格コース」は老後の生活資金確保のため、「一
般コース」は近い将来のための蓄えとして､ご活用い
ただくことをお勧めします。

 ※掛金は、月払１口 2,000 円以 上、ボーナス払１口
10,000 円以上で、それぞれ自由に設定することがで
きます。 （ボーナス払のみでの加入はできません）

　11 月中旬から～１月４日まで新規加入者の募集を行
っております。
　詳しいお問い合わせは、団体担当者または下記まで
ご連絡ください。

12月 ３ 日（月） 消防組合議会
12月19日（水）～20日（木）
 　企画 ・ 財政政策合同研修
１月11日（金）  正副会長会議
１月15日（火）～16日（水）　副町村長研修
１月27日（日）　市町村職員採用統一試験

町村会の予定12 ― 1月

宮城県町村会事業推進課　TEL 022-221-9203


